
       令和５年度 江東区居住⽀援協議会 
 
 

⽇時︓令和６年３⽉１５⽇（⾦）午後３時 
場所︓江東区⽂化センター３階 第１研修室 

 
 
 

会 議 次 第 
 
 
１ 会員紹介  （資料１） 
 
２ 議 題 
 

(1) 住宅確保要配慮者へのお部屋探しサポート事業の利⽤状況について（資料２）  
 

３ 報告事項 
 
（1） 居住⽀援セミナーの実施状況について（資料３－１、３－２） 
（2） 障害者に対する住宅⼊居等⽀援事業について（資料４） 
（3） お部屋探しサポート事業に係る謝礼⾦について（資料５－１、５－２） 
（4） 居住⽀援法⼈の指定状況について（資料６） 
 

４ その他 
                               

（1）居住⽀援に関する取り組みについて 
・東京都住宅供給公社の居住⽀援にかかる取組み紹介について（資料７） 

公社住宅事業部管理改善担当課⻑  
 

〔配付資料〕 
資料１   令和５年度 江東区居住⽀援協議会 会員名簿 
資料２   住宅確保要配慮者へのお部屋探しサポート事業の利⽤状況について 
資料３－１ 居住⽀援セミナーの実施状況について 
資料３－２ 江東区居住⽀援セミナー（⽀援者向け）チラシ 
資料４   住宅⼊居等⽀援事業（障害者単⾝⽣活サポート事業）について 
資料５－１ お部屋探しサポート事業に係る謝礼⾦について 
資料５－２ お部屋探しサポート事業に係る謝礼⾦チラシ（家主向け）（案） 
資料６   東京都の指定する居住⽀援法⼈の紹介 
資料７   ＪＫＫ住まいるアシスタント取組紹介資料 
参 考   江東区居住⽀援協議会会則（令和２年４⽉１⽇改定） 



令和５年度  

区 分 団 体 名 部 署 職 名 備 考

⽀部⻑

副⽀部⻑

⽀部⻑

副⽀部⻑・相談委員⻑

副⽀部⻑・総務委員⻑

流通推進委員⻑

監事

東京都住宅供給公社 住宅総合企画部 住宅総合企画課⻑

独⽴⾏政法⼈ 都市再⽣機構 
東⽇本賃貸住宅本部
 東京東エリア経営部

ウェルフェア推進課⻑

福祉サービス課 福祉サービス課⻑

地域福祉推進課 地域福祉推進課⻑

東京都 住宅政策本部⺠間住宅部 安⼼居住推進課⻑

部⻑ 副会⻑

⻑寿応援課⻑

地域ケア推進課⻑

障害福祉部⻑

障害者施策課⻑

障害者⽀援課⻑

部⻑

保護第⼀課⻑

部⻑

こども家庭⽀援課⻑

部⻑ 会⻑

住宅課⻑

⽣活⽀援部

都市整備部

こども未来部

公的賃貸住宅事業者

地 方 公 共 団 体
江東区

福祉部

障害福祉部

城東第二⽀部

公益社団法⼈ 東京都宅地建物取引業協会

居 住 ⽀ 援 団 体 社会福祉法⼈ 江東区社会福祉協議会

⺠ 間 事 業 者 団 体

江東区居住⽀援協議会   会員名簿

公益社団法⼈ 全⽇本不動産協会東京都本部

江東区⽀部
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１．事業内容

２．利用状況（令和５年４月～令和６年２月）

（１）　お部屋探しサポート利用状況

○全対象世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円） 契約者平均契約家賃（円）

区役所窓口利用者 26 1

協力不動産店窓口利用者 73 18

総件数 99 77,191 19 80,389 77,858

※　契約成立件数には、前年度申請分４件を含む。

（参考：令和４年度実績）

民間賃貸住宅あっせん利用状況(全世帯対象)

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円） 契約者平均契約家賃（円）

区役所窓口利用者 38 1

協力不動産店窓口利用者 49 14

総件数 87 75,023 15 80,867 77,047

業時間内、事前申請制）。

都市整備部住宅課　　　

住宅確保要配慮者へのお部屋探しサポート事業の利用状況について

　江東区居住支援協議会では、住宅に困窮する住宅確保要配慮者に対し、民間賃貸住宅のあっせ　　

んを行っている。従前は高齢者世帯のみを対象としていたが、平成２９年７月から障害者世帯及　　　

びひとり親世帯を加えて対象者を拡大した。また相談窓口として江東区役所及び区内協力不動産

令和６年３月15日　　　

店で住宅あっせんを実施している（区役所：毎週火曜日午後、予約制　協力不動産店：店舗の営

　実施にあたっては、下記団体の会員が相談者を応対して空き家の情報を提供し、その後、仲介

業者を通じて当該物件の内覧などを実施し、入居条件が合えば賃貸借契約となる。

　　相談員　：　公益社団法人　東京都宅地建物取引業協会第二ブロック

　　　　　　：　公益社団法人　全日本不動産協会東京都本部城東第二支部
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（２）　各対象世帯のお部屋探しサポート利用状況の内訳

　①高齢者世帯（令和５年４月～令和６年２月）

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円） 契約者平均年齢（歳）

区役所窓口利用者 14 1

協力不動産店窓口利用者 34 8

総件数 48 67,927 9 66,378 76.9

　②障害者世帯（令和５年４月～令和６年２月）

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円）

区役所窓口利用者 9 0

協力不動産店窓口利用者 14 4

総件数 23 81,409 4 87,500

　③ひとり親世帯（令和５年４月～令和６年２月）

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円）

区役所窓口利用者 1 0

協力不動産店窓口利用者 21 5

総件数 22 94,318 5 102,000

　④高齢者兼障害者世帯（令和５年４月～令和６年２月）

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円） 契約者平均年齢（歳）

区役所窓口利用者 2 0

協力不動産店窓口利用者 4 1

総件数 6 72,333 1 70,000 72.0

　⑤ひとり親兼障害者世帯（令和５年４月～令和６年２月）

申請件数 申請者平均希望家賃（円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（円）

区役所窓口利用者 0 0

協力不動産店窓口利用者 0 0

総件数 0 0 0 0



単位：件

区役所 不動産店
計
Ａ

区役所 不動産店
計
Ｂ

Ｂ-Ａ

申込件数 38 49 87 26 73 99 12

高齢者 32 29 61 14 34 48 -13

障害者 4 7 11 9 14 23 12

ひとり親 0 11 11 1 21 22 11

高齢者 兼 障害者 2 2 4 2 4 6 2

ひとり親 兼 障害者 0 0 0 0 0 0 0

成立件数 1 14 15 1 18 19 4

高齢者 1 7 8 1 8 9 1

障害者 0 1 1 0 4 4 3

ひとり親 0 6 6 0 5 5 -1

高齢者 兼 障害者 0 0 0 0 1 1 1

ひとり親 兼 障害者 0 0 0 0 0 0 0

成約率 2.6% 28.6% 17.2% 3.8% 24.7% 19.2%

協⼒店舗

成約数
（令和元年７⽉〜現時点）

代理店契約

７件 １２店舗

江東あんしんサポート

令和４年度  ４１店舗
令和５年度  ４４店舗

令和6年3月15日

お部屋探しサポート事業実績（速報値）

令和４年度
R５-R４
比較

区　分

令和５年度
２月末
（参考）



令和６年３月１５日 

都市整備部住宅課 

 

居住支援セミナーの実施状況について 

 

 

１．経緯 

  居住支援協議会では、住宅確保要配慮者に対する居住支援を進めるにあたり、賃

貸物件オーナーや不動産店への事業周知や理解促進、福祉関係団体等支援機関の支

援員の支援能力の強化が課題とされていることから、令和４年度よりそれぞれの対

象に向けた居住支援セミナーを開催している。 

 

２．セミナーの概要 

  本年度は、住宅確保要配慮者支援者向けのセミナーを開催した。 

 

 ・支援者向け居住支援セミナー 

（日程） 令和６年１月１６日（木）１５時～（１時間半） 

 （会場） 江東区文化センター６階 第２・３会議室 

 （対象） 住宅確保要配慮者（高齢者・障害者・ひとり親世帯）の支援を行ってい

る区内団体職員 

 （内容） 講演「なぜ入居を拒まれるのか～賃貸市場の実態と居住支援～」 

      講師 ホームネット㈱ 居住支援連携室課長 種田 聖 

 

３．結果報告 

 （人数） 申込 １５名 

当日出席 １４名（内訳 長寿サポートセンター ４名 

         社会福祉協議会 ６名 

               障害者支援団体 ３名 その他 １名 ） 

 （アンケート結果：回答１４名） 

Ｑ．セミナーの参加理由（重複あり） 

居住支援について知りたかった    １３名 

住宅確保要配慮者について知りたかった ４名 

   講演の内容に興味があった       ３名 
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Ｑ．セミナーの内容 

 

 

 

Ｑ．セミナー自由意見（抜粋） 

・様々な制度の内容や落とし穴、交渉の方法など、目からウロコの情報がたくさ

んあり、来てよかったと心から思いました。ぜひ職員研修を行ってほしいです。 

  ・様々な情報が得られて大変良かった。（知らないことばかりでした。）これから

の支援に生かしていきたいです。 

  ・現状は厳しいということがよくわかりました。 

  ・居住支援が安易でないこと、現実をいかに利用者さんに伝えることも必要であ

ること実感しました。とても参考になりました。 

  ・支援者としての前段階の情報収集が必要だということがわかりました。 

 

４．今後の展開 

  今回の支援者向けのセミナーは昨年に引き続きの開催となったが、周知方法につ

いて、施設への直接郵送等も活用した結果、障害者施設の支援者からも複数参加が

あった。また、セミナーの内容についても、参加者全員から参考になったとの感想

があり、昨年同様有意義なセミナーとなった。 

  来年以降も、セミナーの開催手法や内容の工夫、居住支援制度変更の反映を行い

つつ、継続開催する。 

大変参考になった 参考になった 物足りなかった 参考にならない 

８ ６ ０ ０ 
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令和 ６年３月１５ 日 
障害福祉部障害者施策課 

 

 

住宅入居等支援事業（障害者単身生活サポート事業）について 

 
１．目的 

 保証人がいない等の理由で、賃貸住宅への入居が困難な障害者や、在宅で自立した単身生活を

希望している障害者等が安心して地域の中で生活できる共生社会の実現を目指します。 
 
２．事業内容 

 地域での単身生活を希望する障害者に対し、障害者が安心して自立した生活ができるよう入居

支援員を配置し、民間賃貸住宅等への入居支援及び定着支援を行います（平成 30 年度より事業実

施）。 
 
３．支援内容 

利用対象者 単身生活を希望している障害者（現にグループホーム入居者も含む） 
ただし、地域移行支援利用者を除く（他条件は要綱に定める） 

実地場所 ・地域生活支援センターウィル・オアシス（江東区住吉 1 丁目） 
問い合わせ先：03-6284-0545 

・地域生活支援センターロータス（江東区大島 5 丁目） 
問い合わせ先：03-5858-8696 

支援内容 入居支援（民間賃貸住宅、グループホームのサテライト型住宅への入居） 
①家主、地域住民、町会等への障害の理解促進 
②医療機関との連携 
③居住に関するトラブルへの 24 時間相談体制 
④障害者受け入れに理解のあるオーナーの物件情報の収集及び公開 

入居後の単身生活移行及び定着支援 
①家事全般に対する支援、栄養管理指導 
②清潔保持の確認及び指導 
③就労先や日中活動先との連絡調整 
④金銭管理指導 

 
４．利用状況（令和６年３月７日現在） 

 登録者数 うち入居支援数 うち定着支援数 

ウィルオアシス ３名 １名 ２名 
ロータス ３名 １名 ２名 

※住宅入居等支援事業（障害者単身生活サポート事業）利用登録者数 
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令和６年３月１５日 
都市整備部住宅課 

 

 

お部屋探しサポート事業に係る謝礼金について 

 

 

１ 目  的 

  区では、高齢者世帯や障害者世帯、ひとり親世帯を対象とした住宅確保

要配慮者向けの居住支援として、（公社）東京都宅地建物取引業協会第二

ブロック及び（公社）全日本不動産協会東京都本部城東第二支部の協力の

もと、区内の民間賃貸住宅の空き室情報提供を行うお部屋探しサポート事

業を実施している。 

  住宅確保要配慮者の居住支援については住宅確保要配慮者に対する理

解促進が課題となっており、家主や不動産店の理解と意欲を高め、賃貸住

宅の掘り起こしにより、本制度の成約件数の増加を図るため、謝礼金に関

する助成制度の見直しを行う。 

  

２ 概  要 

 ⑴ 家主謝礼金 

本事業を利用して不動産賃貸契約が成立した際に、貸主である家主に

対して交付している家主謝礼金１万５千円を、３万円に増額する。 

 ⑵ 協力不動産店謝礼金 

本事業を利用して不動産賃貸契約が成立した際に、仲介を行った協力

不動産店に対して、１万５千円の協力不動産店謝礼金を新たに交付する。 

 

３ スケジュール 

  不動産団体等にリーフレットの配布等にて周知を実施した後、本年４月

以降の契約分より適用 
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東京都の指定する居住⽀援法⼈の紹介（東京都ホームページより）
資料 6
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3



4



5

江東区を対象エリアとする居住⽀援法⼈ ２５法⼈ 
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江東区居住支援協議会  会則 
令和２年４月１日改定 

（名 称） 
第１条  この会は、江東区居住支援協議会（以下「本会」という。）という。 
（目 的） 
第２条  本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に

基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯その他住宅の確保に特

に配慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）の民間賃貸住宅への円滑

な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措

置について協議することにより、江東区における福祉の向上と住みやすい地域づく

りに寄与することを目的とする。 
（活 動） 
第３条  本会は、前条の目的を達成するために、住宅ストックの有効活用を基本と

し、次の事業を行う。 
１  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に

関すること。 
２  住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関

すること。 
３  住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給の促進に関すること。 
４  その他目的達成のために必要な事業 
（会 員） 
第４条  本会の会員は、地方公共団体及び宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する

事業者、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行なう者等の各団体から推薦さ

れた者とする。 
（会長および副会長） 
第５条  本会に次の役員を置く。 
  一  会長   １名 
  二  副会長  １名 
２  会長は、江東区都市整備部長、副会長は江東区福祉部長とする。 
３  会長は、本会の議長となり、会議を総括する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
５ 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する会員がその職務

を代理する。 
（会の運営） 
第６条  本会は、会長が必要に応じて開催する。 
２  会長は、必要があると認めるときは、会員以外の団体・個人に対し本会への出

席を求めることができる。 
（事務局） 

参考
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第７条 本会の事務局は、江東区都市整備部住宅課に置く。 
（雑 則） 
第８条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 
（秘密保持） 
第９条 会員は、本会の活動により知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のため

に使用してはならない。 
 
附  則 
（施行期日） 
この会則は、平成２３年９月５日から施行する。 
附  則 
（施行期日） 
この会則は、平成２６年１１月２５日から施行する。 
附  則 
（施行期日） 
この会則は、平成２８年４月１日から施行する。 
 
〔 参加団体 〕 

民間事業者団体   公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会江東区支部 

公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部城東第二支部 

公的賃貸住宅事業者 東京都住宅供給公社（ＪＫＫ） 

独立行政法人 都市再生機構（ＵＲ都市機構） 

居住支援団体    社会福祉法人 江東区社会福祉協議会 

地方公共団体    東京都 

江東区 

福祉部長             〔副会長〕 

障害福祉部長 

生活支援部長 

こども未来部長 

都市整備部長           〔会 長〕 

福祉部長寿応援課長     （高齢者支援・施設整備） 

〃 地域ケア推進課長   （高齢者支援） 

障害福祉部障害者施策課長  （障害者支援） 

〃   障害者支援課長  （障害者支援） 

生活支援部保護第一課長   （生活保護受給者支援） 

こども未来部こども家庭支援課長 （子育て世帯支援） 

都市整備部住宅課長     （区営住宅運営管理） 


